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【誤訳訂正書】
【提出日】平成25年8月16日(2013.8.16)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】ガイドレールの連結部
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の上位概念に記載の複数の部分で構成されたレール状形材と、形材
の使用と、複数の部分で構成されたレール状形材の２つの要素を連結するための方法とに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　縦方向の格子状部または歯付きラック部を備える複数の部分で構成されたレール状形材
には、ある形材要素から最も近い形材要素への移行において、格子状部または歯付きラッ
ク部が一定の間隔をおいてさらに延びるという問題がそれぞれある。通常、格子状部また
は歯付きラック部において、機器、搬送手段または車両が案内されるかあるいは格子状部
または歯付きラック部によって駆動されるので、正確ではない移行により、移動の中断、
急激な運動、あるいはさらには車両または機器が格子状部または歯付きラック部から落下
するということが生じる。
【０００３】
　移行が正確になるように、個々の形材要素の末端をそれぞれ確実に切断することが可能
であるが、このことは、最も精密な切断技術と個々の形材要素の正確な相互連結とを必要
とし、非常に高価になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２００５／０１６４６１号パンフレット
【特許文献２】国際公開第２００７／０５１３４１号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、本発明の課題は、２つのレール状形材要素の連結が格子状部または歯付き
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ラック部の正確な移行を保証するか、あるいは格子状部または歯付きラック部が、一定の
間隔をおいて、ある要素から最も近い要素に案内される装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題は、本発明によれば、請求項１に記載の連結部によって解決される。
【０００７】
　ガイド要素または形材が、格子状部または歯付きラック部に加えて、形材の長手方向に
延びる配列要素を備え、これらの配列要素の個々の要素が、格子状部または歯付きラック
部と同一の関係で配置されており、好ましくは、要素が格子状部または歯付きラック部に
整列されることが提案される。連結のために連結要素が設けられており、この連結要素は
、縦壁に沿って長手方向に延びる別の配列要素も備え、これらの別の配列要素は、ガイド
形材の配列要素と完全に同一形状である。
【０００８】
　配列要素が例えば孔配列部である場合、連結要素は、例えばリベット要素またはボルト
要素により、孔配列部を介して両方の形材要素のそれぞれと連結され、この場合、連結要
素の配列部の孔は両方の形材端部の間で見えなくなる。連結要素の要素または孔配列部を
介したある形材から最も近い形材への孔配列部の配列要素の連続性により、格子状部また
は歯付きラック部も、同一の間隔をおいて、ある形材から最も近い形材に移行することが
保証される。
【０００９】
　さらに、配列要素としてはカムまたは隆起部も考えられ、これらのカムまたは隆起部は
、例えば、バネ付勢されて縦壁から外側に突出するように配置されており、例えば連結要
素と形材要素とを固定連結するために、対応する孔配列部において、それに隣接する縦壁
に係合する。さらに、孔の代わりに、単に刻印凹部を配列要素として設けることもでき、
連結要素を形材に固定するために、これらの配列要素には、上記隆起部またはカムが係合
する。
【００１０】
　格子状部または歯付きラック部の代わりに、長手方向に延びる矩形波形状部（Ｃｏｄｉ
ｅｒｕｎｇ）を設けることもでき、この矩形波形状部に沿って、機器、搬送手段等を案内
または駆動することができる。さらに、矩形波形状部の場合には、ある形材要素から最も
近い形材要素への移行が均等または均一に行われ、このことを、例えば孔配列部等の上記
配列要素により、形材の間に配置された連結要素を介して行うこともできることが重要で
ある。
【００１１】
　レール状形材は、例えば、Ｕ字状、Ｈ字状、Ｔ字状、Ｖ字状、Ｌ字状またはＯ字状の断
面を有するか、あるいは開放または閉鎖された断面を有することができる。長手方向に延
びる少なくとも１つの壁部には、格子状部、歯付きラック部または矩形波形状部が延び、
少なくとも１つの別の縦壁には、孔配列部等の配列要素が延び、これらの配列要素が、例
えば、ラインに整列された格子状部に延びるか、あるいは孔等の、配列部の要素のそれぞ
れが、開口部のそれぞれ、あるいは格子状部、歯付きラック部または矩形波形状部の部分
と正確に並んだ状態にある。それに応じて、連結要素をＵ字状、Ｈ字状、Ｔ字状、Ｖ字状
、Ｌ字状またはＯ字状にあるいは２次元の縦レールとして形成することもできる。
【００１２】
　このようなレール状形材は、例えば、押出成形鋼または押出成形アルミニウムから製造
されるか、あるいは強化ポリマー等の他の適切な材料から成ることができる。ここで、例
えば、アセタール、ポリアミド等のようなアラミドポリマーまたは炭素繊維強化ポリマー
が知られており、これらのものは、非常に形状が安定しており、高い耐摩耗性を有し、衝
撃に強い等であり、それに応じて、金属の代替材料として適切である。金属材料を置き換
えて、はるかに小さな重量にするために、別のポリマー材料が継続して開発される。
【００１３】
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　材料選択は、例えば、車両、昇降機、エレベータ、救助装置、搬送装置用等のガイドと
してレールを使用することに従って合わせられる。
【００１４】
　次に、例えば添付図面を参照して、本発明について詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】レール状形材の要素の斜視図である。
【図２】図１の要素の断面斜視図である。
【図３】連結すべき２つのレール状形材、および連結のために設けられた連結要素の概略
斜視図である。
【図４】図１および図２に示したようなレール状形材に差し込まれた連結要素の図である
。
【図５】本発明による連結要素によって互いに連結される２つのレール状形材の図である
。
【図６】レール状形材を、例えば建物の壁部、高圧塔等の基部に固定するための連結要素
の使用図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１は、機器、車両、搬送装置等を案内するのに適切な複数の部分で構成されたレール
状ガイド形材の一部であるレール状縦形材１の斜視図を示している。このような機器、車
両または装置を案内するためにあるいは駆動するために、長手方向の格子状部または歯付
きラック部５が、一定の間隔をおいて設けられた孔７を備える壁部３に配置されている。
これらの孔７には、例えば、歯車、昇降機のストッパ機構等が係合することができる。
【００１７】
　図１に示したガイド形材１は、２つの側方脚部面９を備えるようにＵ字状に形成されて
おり、これらの側方脚部面には、個々の孔１３を備えた長手方向に延びる孔配列部１１が
配置されている。最終的には、ガイドローラ、保持スライダ等が案内されているかまたは
衝突する管状ガイド１５が設けられている。
【００１８】
　図２には、図１のレール状ガイド形材１の断面斜視図が示されている。この場合、本図
ではＵ字状断面を明確に見ることができる。
【００１９】
　格子状部または歯付きラック部５が、一定の間隔をおいて、ある形材から最も近い形材
までさらに延びるように、２つのレール状ガイド形材を互いに連結するには、両方を互い
に連結すべき要素の末端が正確に切断されており、これにより、連結面において、２つの
ピッチ孔の間隔が、レール状形材に沿ったものと同一になること自体が重要であった。し
かし、このことは、実際には、ほとんど実現することができないか、あるいは高価で最も
精密な切断技術および連結技術によって実現することができる。
【００２０】
　ここで、正確な連結を形成することができるようにするために、本発明によれば、図３
の概略斜視図に示したように、少なくとも１つの連結要素を使用することが提案される。
それぞれの格子状部５’と５”が、一方の形材要素から他方の形材要素への移行時に一定
の間隔になるように、図３に示した両方の形材要素１’と１”が互いに連結されている。
言い換えれば、格子状部の移行は均一であるべきあり、これによって、例えば、格子状部
に係合する歯車を一方の形材から他方の形材に移行することがスムーズに行われる。両方
の形材要素１’と１”を連結するために、例えば、両方の形材に左右対称に、さらにはＵ
字状に形成されている連結要素２１が設けられている。さらに、Ｕ字状連結要素２１の両
方の側方脚部２３には、個々の孔２７を備える長手方向に延びる孔配列部２５がそれぞれ
設けられている。この場合、個々の孔２７は、それぞれのレール状形材１’と１”の側方
脚部９’と９”における孔配列部１１’と１１”の個々の孔１３’と１３”と正確に同一
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形状であり、すなわち、それらと少なくともほぼ同一の孔断面を備えるように形成されか
つ間隔をおいて設けられる。それに応じて、最初に図４に示したように、両方の孔配列部
の孔が正確に積み重なって整列されるべく、連結要素２１が形材１”のＵ字状縦溝内に配
置され、これにより、次に、例えば図３および図４に示したリベット２９を使用した連結
要素２１とレール状形材１”との連結が可能になる。このようなリベット２９の挿入は、
例えば、いわゆるバッテリ作動式のリベットガンによって最も簡単に行うことができる。
【００２１】
　特に、高い強度が要求されている場合には、リベットを使用して連結要素とレール状形
材とを連結することが有利であり得る。ボルト連結の利用とは対照的に、リベットを固定
する際には、その断面図が孔内で拡大されるかまたはリベットが孔断面内で押圧される。
これによって、リベットを配置する際に孔が完全に満たされる。さらに、リベットを配置
する際に、形材の壁部および連結要素の壁部等の連結すべき両方の部分が、最初に互いに
案内され、最終的には互いに正確に押圧される。ボルト連結を用いる場合、孔を完全にお
よび押圧して満たすことが不要になる。これによって、リベットの使用時に、より高い強
度が得られ、さらには、連結すべき両方の部分が互いにはるかに強く付着する。要するに
、本発明に記載のレール状形材では、２つの形材の連結領域における強度の向上が重要な
要素であり得る。
【００２２】
　連結要素２１の末端には、覆いおよびカバーキャップ３２または３４がそれぞれ設けら
れている。
【００２３】
　レール状形材１”への連結要素２１の固定が行われた後に、連結要素２１を介して別の
レール状形材１’を案内することができ、この場合、Ｕ字状形材の角部に配置された縦管
１５’は、突出ピン３３を介して配置され、他のレール状形材１”の縦管１５”に案内し
て連結されることができる。
【００２４】
　さらに、図５は、連結部に配置された連結要素２１によって連結状態にある両方のレー
ル状形材１’と１”の斜視図を示している。この場合、連結要素２１の孔配列部は両方の
孔配列部１１’または１１”と完全に同一にそれぞれ配置されており、ここで、連結要素
２１と両方のレール状形材１’および１”との間の連結が、既述したリベット連結部２９
を介して行われている。
【００２５】
　ここで、両方の孔配列部１１’と１１”が、正確に一定の間隔をおいて、一方のレール
状形材から他方のレール状形材に移行されるという事実に基づき、前面３’または３”に
配置された格子状部が、一定の間隔をおいて、一方の形材から他方の形材に移行されるこ
とも保証されている。この場合、両方のレール状形材の間に生じる間隙３５は、種々の移
行において様々であり得るが、格子状部または歯付きラック部は、ある形材から最も近い
形材にさらに一定に移行される。
【００２６】
　冒頭に既述したように、このようなレール状ガイド形材は、案内のために、または鉄道
車両、昇降機等のような搬送装置、車両を駆動するために使用することができる。例えば
、昇降機およびエレベータを家の壁部、高圧塔に案内するために、救助機を案内する等の
ために、このようなレール状形材を使用することが知られている。この場合、個々のレー
ル状形材も、特に、複数の部分で構成されたレール状形材全体も、例えば家の壁部、高圧
塔、ロープウェイの塔等の基部に安定して配置するかまたは取り付けることができること
が重要である。例えば、このことは、本発明による上記連結要素によって保証することも
できる。それに応じて、例えば、図６は、さらに、高圧塔への取り付けまたは固定に適切
な取付要素または保持要素４１の斜視図を示している。この取付要素４１は、例えば、連
結要素２１において、ボルト連結部４３により、それぞれ側方に突出する縦歯面４０の間
の中央に形成された対応する取付縦溝３９に固定または定着することができ、この取付要
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素４１はその側面に固定領域４５を備え、さらに、この固定領域を介したボルト連結によ
って、レール状形材を基部に固定するかまたは取り付けることができる。
【００２７】
　連結要素のこの二重機能により、ガイド形材を例えば家の正面または高圧塔に配置する
ように、この連結要素をレール状ガイド形材の任意の位置に配置することもできる。言い
換えれば、レール状ガイド形材の取付強度をさらに向上させるために、取付要素をさらに
備える連結要素は、レール状ガイド形材に沿って配置することもでき、すなわち、２つの
レール状ガイド形材の連結領域には配置されない。
【００２８】
　図１～図６には、単に、本発明の詳細な説明のために用いられる複数の部分で構成され
たガイド形材の２つのレール状形材要素の連結の実施例が示されている。特に、図示した
Ｕ字状のレール状形材は単に実施例であり、もちろん、Ｈ字状、Ｔ字状、Ｖ字状の、ある
いは異なって形成された複数の部分の、レール状の、開放または閉鎖状態の縦形材への本
発明の転用も可能である。さらに、材料選択自体は取るに足らないことであり、このよう
にして、形材は、押出成形されたステンレス鋼、アルミニウム、または例えば強化ポリマ
ー材料等の他の材料から成ることができる。
【００２９】
　それに応じて、連結要素は、Ｖ字状に、Ｈ字状に、Ｔ字状に、Ｕ字状に、Ｌ字状に、開
放形態で、閉鎖形態でまたは２次元の縦プレートとして形成することもできる。さらに、
レール状ガイド形材は、ある用途に限定されておらず、歯付きラック部として形成される
か、車両用の駆動機構として使用されるか、あるいは昇降機用、エレベータ用等のガイド
レールおよび駆動レールとして使用されることができる。
【００３０】
　格子状部または歯付きラック部の代わりに、形材の長手方向に設けられた他の任意の部
分、特に矩形波形状部等も選択することもでき、これらの部分は、例えば、長手方向に延
びる磁石片に記憶されている。これらの矩形波形状部は、例えば、格子状部と同様に、均
一に周期的に反復する配列要素として形成されており、これらの配列要素も、ある形材要
素から最も近い形材要素への移行時に、対応して均一に移動されるかまたは移行されるべ
きである。この場合も、本発明によって提供された連結要素を使用することが有効である
。
【００３１】
　さらに、既に上述したように、実施例に示した孔配列部を使用することは強制的なこと
ではなく、一定の間隔をおいて配置された隆起部、カム等を使用することも可能であり、
これらの隆起部、カム等が、対応する凹部に係合する。この場合、この隆起部またはカム
をレール状形材要素に配置し、それに応じて、凹部または切り欠きを連結要素に配置する
ことができるか、あるいはその逆も可能である。さらに、このカムは、外側に突出するよ
うに予荷重を受けることができ、このようにして、例えば形材への連結要素の挿入時に、
対応する切り欠き内に掛合または係合する。
【００３２】
　本発明によって提供される複数の部分で構成されたレール状形材は、特許文献１および
特許文献２に記載されているように、特に昇降補助部または昇降機に適切である。
【００３３】
　複数の部分で構成されたガイド形材には、長手方向に延びる格子状部、歯付きラック部
または矩形波形状部と、長手方向に延びる配列要素とが形成されており、これらの配列要
素が、格子状部、歯付きラック部または矩形波形状部に整列されているかまたはこれらに
対応して設けられていることが重要である。さらに、２つのレール状形材を連結するため
の連結要素が設けられており、この連結要素も、長手方向に延びる配列要素を備え、これ
らの配列要素は、レール状形材要素の配列要素と同一の関係にあり、例えば完全に同一形
状である。
【誤訳訂正２】
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【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも、長手方向に延びる格子状部（５）、歯付きラック部あるいは矩形波形状部を
備えている、互いに連結可能な、あるいは差込み可能な少なくとも２つ以上の形材要素（
１）から成る複数の部分で構成されたレール状形材において、
　－各形材要素（１）の少なくとも一つの壁部に延在している、一定の間隔をおいて設け
られた要素（１３）を有する配列要素（１１）を備えており、前記配列要素が前記格子状
部あるいは歯付きラック部と連結されていること、および
　－前記形材要素の前記壁部に当接するように設けられた別の壁部（２３）を有する連結
要素（２１）を備えており、前記別の壁部（２３）が、長手方向に延びかつ前記配列要素
（１１）と完全に同一形状の別の配列要素（２５）を有しており、前記別の配列要素（２
５）の要素（２７）が対応するように間隔をおいて設けられていることを特徴とする複数
の部分で構成されたレール状形材。
【請求項２】
前記配列要素（１１）および前記別の配列要素（２５）が孔配列部であることを特徴とす
る請求項１に記載の形材。
【請求項３】
前記配列部の前記孔等の前記配列要素、および前記別の孔配列部等の前記別の要素が、前
記格子状部の孔の、前記歯付きラック部の個々の歯の、または前記矩形波形状部の要素の
、あるいはそれらの複数のものの間隔と同一の間隔で設けられており、好ましくは、前記
格子状部または前記歯付きラック部または前記矩形波形状部に整列されることを特徴とす
る請求項１に記載の形材。
【請求項４】
前記形材の前記孔配列部の前記孔と前記連結要素の前記別の孔配列部の孔とを連結するた
めの連結機構（２９）が設けられていることを特徴とする請求項２または３に記載の形材
。
【請求項５】
前記連結機構がリベット、ボルト、差込みピン等であることを特徴とする請求項４に記載
の形材。
【請求項６】
前記レール状形材要素が、Ｕ字状、Ｈ字状、Ｔ字状、Ｖ字状、Ｌ字状、Ｏ字状の、または
異なって適切に形成された断面を有することを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に
記載の形材。
【請求項７】
前記連結要素の断面は、前記レール状形材要素への挿入または押し込みが可能になるよう
なものであり、その結果、前記配列部の前記個々の要素が対応して設けられるように、前
記形材の前記配列要素を有する前記壁部と、前記別の配列要素を有する前記別の壁部とが
互いにまたは交互に位置することを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の形材
。
【請求項８】
前記連結要素を前記形材要素のＵ字溝に左右対称に挿入または嵌合することができるよう
に、前記レール状形材要素の前記断面がＵ字状であり、前記連結要素の前記断面が左右対
称にＵ字状であることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の形材。
【請求項９】
前記形材要素も、前記連結要素も押出成形鋼または押出成形アルミニウムから成り、好ま
しくは、全ての要素が同一の材料から製造されていることを特徴とする請求項１～７のい
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ずれか１項に記載の形材。
【請求項１０】
エレベータ、救助装置、搬送装置等用の車両、昇降機を案内または駆動するための請求項
１～９のいずれか１項に記載の複数の部分で構成されたレール状形材の連結。
【請求項１１】
特に、請求項１～９のいずれか１項に記載の複数の部分で構成されたレール状形材の互い
に連結可能な、あるいは差込み可能な２つの形材要素（１）を連結するのに適切な連結要
素において、前記連結要素（２１）が、前記レール状形材を家の壁部、高圧塔、ロープウ
ェイの塔等のような基部に固定配置するための取付部（３９）を備えることを特徴とする
連結要素。
【請求項１２】
前記取付部が縦溝（３９）によって形成され、前記縦溝（３９）が、それぞれ側方に突出
しかつ前記基部の方向から後方に係合することができる縦歯面（４０）の間に形成されて
おり、前記縦溝において、前記レール状形材を基部にまたは前記基部上に固定するために
、前記縦歯面が少なくとも１つの取付要素（４１）を後方に係合して固定配置することが
できることを特徴とする請求項１１に記載の連結要素。
【請求項１３】
複数の部分で構成されたレール状形材の少なくとも２つの形材要素を連結するための方法
において、前記複数の部分で構成された形材の前記形材要素（１’、１”）では、孔配列
部等の配列要素が長手方向にそれぞれ形成されていること、および２つの形材要素の間に
は、別の孔配列部等の長手方向に形成された別の配列要素も備える連結要素が挿入される
かまたは取り付けられ、前記連結要素の孔等の個々の要素が、前記形材要素の前記配列部
の孔等の個々の要素と完全に同一形状であるかまたは同一の間隔で設けられていること、
および最終的に、前記形材要素（１’、１”）の間で前記連結要素の孔等の要素が見えな
くなるように、リベット、ボルト連結部、プラグ、引張りピン等によって、前記両方の形
材要素と前記連結要素とが連結されることを特徴とする方法。
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